
 
           

平成３１年１月２２日 
 

 

 

独立行政法人自動車技術総合機構は、平成 18 年からカスタムカーショーにおける啓発

活動に取り組んでおります。 

今般、東京オートサロン２０１９において、展示専用車両のため公道走行ができない改

造が施されているのに、当該イベントに来訪した自動車ユーザーに公道走行ができると誤

解が生じる表示を行っている出展者等に対し、「公道走行不可」等の明確な表示をしてもら

うよう啓発活動を実施しました。 

 

 【実施日】       平成３１年１月１１日（金） 

【展示車両数】             ９０６台 

【表示の指摘をした車両数】        ４６台 

〈指摘した装置箇所の内訳〉 

※装置箇所は、１台で複数箇所ある場合、それぞれに計上。 

・タイヤ・ホイールの突出      ３０台 

・窓ガラスへの貼付物、着色フィルム ２２台 

・エアスポイラの形状         ７台 

・点滅灯火              ３台 

・その他              １０台 

 

今後も、引き続き主催者等との連携を深め、啓発活動に取り組んで参ります。 

 

   
 

 

 

 

東京オートサロン２ ０ １ ９ における啓発活動の実施結果 
[ カスタムカーショーで 46 台の出展車両に文書による注意喚起 ] 

 

〈問い合わせ先〉 

〒１６０－０００３  

東京都新宿区四谷本塩町４－４１住友生命四谷ビル 

独立行政法人自動車技術総合機構 検査部検査課  

電話０３－５３６３－３４４１(代表)  

      F A X０３－５３６３－３３４７ 


